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株式会社広島銀行と広島県・今治市雇用労働相談センターの連携による 

テレビ会議システムを活用した相談会共催について 

 
 

株式会社 広島銀行（頭取 池田 晃治）と有限責任監査法人 トーマツ（※1）（包括代表 觀 恒平）では、

「業務連携・協力に関する覚書」を締結しました。  

本業務連携の一環として、広島銀行のテレビ会議システムを活用した「広島県・今治市雇用労働相談
センター」と連携した無料の相談会を共催しますので、下記のとおりお知らせします。 

  なお、地域金融機関のテレビ会議システムを活用した「雇用労働相談センター」（※2）による相談会の
開催は全国で初めての取組みです。 

※1有限責任監査法人 トーマツ…厚生労働省と内閣府が国家戦略特別区域法に基づき設置した「雇用労働相談センター」

の広島県・今治市国家戦略特別区域における受託者。 

※2雇用労働相談センター…新規開業直後の企業や事業拡大に伴い雇用創出を目指す企業及びその労働者の雇用・労務管

理に関する相談を、弁護士や社会保険労務士などの専門家が無料で対応する公的な支援機関

（広島県・今治市国家戦略特別区域では平成 28 年 10 月に設置）。 

 

記 

 

１．「業務連携・協力に関する覚書」の目的について 

広島銀行では、これまでテレビ会議システムを活用して「広島県よろず支援拠点」による相談会を
共催するなど、地域金融機関のネットワークを最大限に発揮し、お客さまの経営課題に応じた最適な
解決策の提案に努めてまいりました。この度の連携により取組みをさらに強化し、地域の中小企業や
小規模事業者に対する経営支援を通じて地域経済の活性化を目指すものです。 
 

２.「広島県・今治市雇用労働相談センター」と連携した相談会の共催について 

（１）概要 

テレビ会議システムを活用することで、広島市内から遠方のお客さまでもお近くの広島銀行の店舗
において、「広島県・今治市雇用労働相談センター」の弁護士や社会保険労務士などの専門家に、雇用・
労務管理に関するお悩みをお気軽にご相談いただけます。 

その際には広島銀行の行員も相談会に同席し、さまざまな経営課題の解決に向けた融資やコンサル
ティングのご相談にお応えしてまいります。 

（２）開催日 

平成 29 年７月 27 日（木） 

・今後、継続的に毎月開催予定 
以上 
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